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2702.jp 写真貸し出し規定 
 

1 基本使用料金 

 

使用目的 使用形態 料金（税別） 

表紙 50000 

見開き 40000 

グラビア 40000 

書籍、パンフレット、カタログなどの冊子 

雑誌広告 

中頁 30000 

チラシ、リーフレット A3以下 30000 

はがき、DM、便せん、証書など  30000 

CD、DVD、ビデオなどのジャケット、カバー  40000 

ステッカー、パッケージ、紙袋、商品意匠など  40000 

１～４段 30000 

５～６段 50000 

７～１５段 90000 

上記以上 150000 

新聞 

変形（横長など） 別途お見積り 

テレビ、ビデオなど映像類  40000 

ホームページ 
１ヶ月 

長期の場合は応談 
2000 

長辺１ｍ未満 40000 

長辺３ｍ未満 60000 ディスプレイ、POP、パネルなど 

長辺３ｍ以上 100000 

卓上、ノート 30000 

枚数もの 40000 カレンダー（１点あたり） 

１枚もの 70000 

A3未満 30000 

A2未満 50000 ポスター 

A2以上 60000 

360度パノラマ撮影基本料金（経費は別途）  70000 

貸し出し後のキャンセル  50% 

２次 80% 

３次 60% 同一写真の同一制作物での使用 

４次以降 50% 

空撮の割り増し  50% 

特殊撮影の割り増し（多重合成等）  50～100% 

 

※ 上記以外、デザインから印刷まで、トータルで対応できます。 

 

 

ykimura
タイプライターテキスト
適格請求書発行事業者ではありません。

ykimura
テキストボックス
※ 上記は税別料金です。
　 当方は適格請求書発行事業者ではありません。
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2 依頼撮影料金 

名称 形態 料金（税別） 

車で行けるような所 20000～ 

登山撮影（無雪期の一般ルート） 30000～ 依頼撮影 １日につき 

登山撮影（積雪期やバリエーションルート） 30000～ 

 

写真使用料金は上記に含めません。 

交通費宿泊費などの経費は上記に含めません。 

野外撮影は条件によっては料金が変動します。 
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3 写真貸し出し規定 

（1） 使用できる範囲 

写真は１回の貸し出しにつき、印刷物などの原稿として、1 社・1 号・1 版・1 回限りの

範囲で使用できます。（リピート使用、流用、同一目的の場合等も別件とします。） 
写真使用料金には、写真の所有権、独占権は含まれておりません。 

（2） クレジット 

可能な限りクレジットを表記してくださいますようお願いします。 

（3） 掲載物のご提供 

使用された写真の掲載物は参考資料として 2 部ご提供くださいますようお願いします。   

（4） 被写体の肖像権 

特に表示されていない写真は、人物・商品・場所・建築物等に関わる「肖像権」「商標権」

「特許権」「著作権」「利用権」を取得しておりません。またこれらの諸権利に関しての対

策費用は含まれておりません。 

（5） 写真の合成・変形・色変換 

事前に当社の承諾を得てください。無断で行った場合は不正使用・行為とみなします。 
写真をデジタル化したものや、さらに加工したものなどを、第三者が使用することはで

きません。2 次制作物に対しての著作権は作成者に帰属しないものとします。 

（6） 規定違反・不正使用・不正行為 

写真の著作権は著作権法により保護されています。 
作品の無断掲載・転載・模写及び不正申告・不正使用はできません。 
これらの不正使用に対しては該当使用料の 10 倍の損害補償金をお支払い頂きます。 

（7） 破損・汚損・紛失などの補償料 

該当使用料の 10 倍以上でなおかつ、20 万円以上の損害補償金をお支払い頂きます。 
貸出日より６ヶ月以内に返却、あるいは貸出期間延長の連絡がない場合は、紛失として

扱います。 
 
 
 

 
 
 

 

ykimura
鉛筆

ykimura
テキストボックス
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4 改訂記録 

平成 18 年 11 月 29 日 依頼撮影を追加。 
平成 19 年 2 月 19 日 掲載 WEB サイトの記述に従って税表記について明確化。 
平成 19 年 3 月 8 日 空撮写真の割増額について規定。 
平成 20 年 8 月 2 日 電話番号の変更。 
平成 20 年 8 月 25 日 使用形態（大きさの区分）に不整合があった点を訂正。 
平成 21 年 4 月 22 日 新聞料金見直し。（大きさ区分を変更し、一部値上げ、一部は値下げ） 
平成 22 年 10 月 4 日 雑誌広告を冊子と同一基準に変更。 

360 度パノラマ、特殊撮影を追記。 
平成 24 年 3 月 4 日 住所表記を訂正。 
 




